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出雲市ってどんなところ？

〇島根県東部。国引き神話で知られる島根半島や中央部は出雲平野、南部は中国山地で構成。
〇県内では珍しく、平地が広がる地域で、多様な農産物を生産する島根県内一の農業地帯。
〇「神話の國 出雲」として知られ、出雲大社、荒神谷遺跡、西谷墳墓群などの歴史・文化遺産と、
　日本海、宍道湖、斐伊川などの豊かな自然に恵まれた地域です。

出雲大社
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 ●面積   ６２４．３２㎢　　　
　うち　田   ７４．９７㎢　　　
　うち　畑   ２５．４１㎢　　　
 ●人　口　１７１，８０９人
 ●世帯数　 ７０，８２４世帯　
　※令和７年３月末現在



いずもな暮らしの魅力

　　保育所・園　５7　幼稚園　２５
　　小学校　　　３０　中学校　１４　　高校　８

　【航空】出雲縁結び空港
　【JR】出雲市駅他７駅
　【高速道路】　山陰自動車道

　ゆめタウン出雲からイオンモール出雲まで約2.3㎞
　

　安心して暮らせる住環境が整っています！
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　全国に名高い出雲大社、荒神谷遺跡を始めとする歴史・文
化遺産のほかに、出雲全日本選抜駅伝競走「出雲駅伝」な
ど、各種イベントも多く開催しています。
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出雲市の主な農畜産物等

きゅうり
施設内で栽培。
地元市場を中心に山陰各地の市
場へ出荷、鮮度の良さから好評。

ミニトマト
主に県内市場に出荷され、品質や
鮮度の良さが評価されています。

5

ぶどう
デラウェアの国内有数の産地。
最近はシャインマスカットの栽培
も盛んです。

柿（西条柿・富有柿など）
平田地域で生産している柿は西
日本の各市場で高い評価を受
けています。

いちじく（蓬莱柿）
多伎地域が蓬莱柿の産地。
ジャム等の加工品も数多くあり
ます。

アスパラガス
特に春芽は柔らかく甘いのが特
徴。

神在ねぎ（白ねぎ）
葉先までとろっと柔らかく、うま
みと甘みがぎゅっと詰まってい
ます。

西浜いも
湖陵町西浜地区のミネラル豊富
な砂地で栽培。



出雲市の主な農畜産物等
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ハトムギ
斐川地域はハトムギの国内有
数の産地。
美肌や健康に効果があると言
われており、斐川町産指定の需
要も高まっています。

玉ねぎ
斐川地域は玉ねぎの国指定産
地で盛んに栽培されている。

菌床しいたけ
出雲産菌床しいたけはGAP「美
味しまね認証」を取得し、品質
面で市場から高い評価を受けて
います。

島根アジサイ
島根県オリジナル品種「万華
鏡」「美雲」「銀河」「茜雲」「星あ
つめ」があり、各種コンテストに
おいて優秀な成績をおさめてい
ます。

かあちゃんブロッコリー
ボリューム、鮮度の良さから評価。
主に関西方面の市場に出荷され
ています。

青ねぎ
栽培基準を厳守して、日持ちが
よく濃い緑色の青ねぎを生産。

しまね和牛
鮮やかな色合いときめ細かな肉
質で、深いコクと風味豊かな味
わいが特徴。



農業担い手の確保・育成について

７

認定新規就農者数の推移

年　　度 認定新規
就農者数

認 定 農 業 者
になった数

離農した数 新規認定数
（内U・Iターン） 認定新規就農者内訳

Ｒ３ ３３ ４ ０ ９（１）
ぶどう⑤、しいたけ①、アスパラ①、西浜いも①、青ねぎ①

Ｒ４ ３９ １ ０ １０（２）
ぶどう⑤、アスパラ②、稲作①、花卉①、西浜いも①

Ｒ５ ３９ ３ ０ ４（１）
ぶどう①、アスパラ①、しいたけ①、ミニトマト①

Ｒ６ ３３ ６ ０ ６（２）
ぶどう③、アスパラ②、西浜いも①

Ｒ７ ３３ ７ ０ ９（２）
ぶどう⑤、アスパラ①、いちご①、菌床しいたけ①、柿①
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出雲市のぶどう

８

★ 古くからデラウエアの栽培が盛んで、９９％以上が施設栽培（ハウス）

★ 砂質土壌が中心で、デラウエアの加温面積は全国上位であり、
 　近年はシャインマスカットの栽培も増加

★ 県オリジナル品種の神紅の栽培も始まっている



9 ９

出雲市のアスパラガス

★ 県内トップの栽培面積、出荷量！
★ JAが出荷調製施設を整備！
　  収穫後の調製作業が少なく、非常に取り組みやすい環境になっています！

★ 一度作付すると、１０年以上収穫することが可能です！

★ 出雲のアスパラガス生産者は、非農家出身が活躍！
　  女性の新規就農者も活躍しています！



10 ９

出雲市のきゅうり

★ 施設内（ハウス）で栽培

★JAが出荷調整施設を整備！
　 収穫後の調製作業が少なく、非常に取り組みやすい環境になっています！

★出荷期間は３月～１２月と、ほぼ一年中収穫できます！

★若い生産者が活躍中！



就農パッケージ

出雲市では就農実績のある品目について、就農パッケージを作成し、
新規就農希望者への周知を行っています。

【例】
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例：アスパラガスの就農モデル

経営面積 施設（パイプハウス）：　25a

農業所得 販売額833万、支出583万、所得250万円　（就農５年目）

設備投資額 約4,000万円　（うち1,300万円は自己資金）
※県事業を活用したハウス建設を想定

年間総労働時間 2,050h　（家族労働力1人）

特　徴 施設栽培で10年以上の長期間で収穫可能
ただし、収量が安定するまでに3年程度は必要です。

※就農５年後のモデルであり、所得を保証するものではありません。
※農業経営では、天候等の気象条件や経営者の技術レベルによりこれらの値は変わります。
※ハウス資材等の高騰や農産物の販売価格の変動によって、経営費や収益が変動する場合があります。

出雲市の認定新規就農者になるためには・・・
就農計画を作成し、就農開始５年目の所得が概ね２８０万円を超える計画が必要です！

アスパラガス栽培の経営モデル　　
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就農までの流れ

■しまね定住財団の産業体験事業（３か月～１年）を活用し、出雲市の農家のもとで農業体験を
行った後、農林大学校で専門的な研修を受けることができます。

就農相談　　 産業体験
（3か月～1年）　　

農林大学校を活用した自営就農パターン　

　　　

１年目
（令和9年度）

２年目
（令和10年度）

３年目
（令和11年度）

県外
在住者

産業（農業）体験+ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ
（３か月～１年）

農林大学校
１年コース

（実技+座学）
新規就農

資金援助
UIターンしまね産業体験
12万円/月（県外在住者）

就農準備資金165万/年(要件あり)
経営開始資金

165万/年(要件あり)

【産業体験期間中に就農に向けて準備をします！】
・農地の目途を立て自身の就農スタイルを確定させます。

　・資金の借り入れや補助事業の利用など、就農にあたっての
　様々な支援制度の導入を具体化していきます。 13



その他支援

いずもな暮らし｜島根県出雲市 
(izumonakurashi.jp)

農地

研修中や雇用先で働きながら、地域の空き農地（就農候補地）を探し
ます。
空き農地の確保にあたっては、地域の関係機関で構成するサポート
チームで支援します。

施設・機械

新規就農に必要な農機具・施設等の初期投資を補助する支援制度
があります。
・新規就農者整備支援事業【県】
　 -施設整備等費用の1/3助成
・経営発展支援事業【国】
　-施設整備等費用の3/4助成

住居

・「いずも空き家バンク」にて空き家情報等を掲載しています。
・移住支援制度として、家賃助成、住宅の建築、購入、又はリフォー
ムの際に活用できる助成事業があります。詳しくは市までお問い合わ
せください。

出雲市HP
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https://izumonakurashi.jp/
https://izumonakurashi.jp/


出雲市独自の支援制度をご紹介！！

15



農業担い手の確保・育成について

　新規就農を目指す者の育成については、その育成と確保を目的として市の単独事業で
「アグリビジネススクール」を開催し、生産技術や農業経営の基礎を学ぶ機会を提供しています。

年度 受講生 修了生 新規就農

Ｈ１８ １６ １５ ８

Ｈ１９ ３６ ３１ ３

Ｈ２０ ３６ ３５ ７

Ｈ２１ ４５ ３９ ８

Ｈ２２ ３４ ３２ １１

Ｈ２３ ４１ ３４ １２

Ｈ２４ ３３ ２９ ４

Ｈ２５ ３３ ３１ ９

Ｈ２６ ３６ ２７ １１

Ｈ２７ ４１ ３４ ４

Ｈ２８ ３６ ３２ ５

Ｈ２９ ３４ ２７ ３

Ｈ３０ ３４ ２９ ４

Ｒ１ ４１ ３５ ５

Ｒ２ ３８ ３４ １

Ｒ３ ４２ ４１ ３

Ｒ４ ３０ 　２５ ０

R５ ３４ ３１ ３

R6 ３６ ２７ ７

計 67６ ５８８ １０８
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アグリビジネススクール
アスパラガス＆神在ねぎチャレンジ講座の様子
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アグリビジネススクール
ぶどうチャレンジ講座の様子
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アグリビジネススクール
多伎いちじくチャレンジ講座の様子
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アグリビジネススクール
柿チャレンジ講座の様子
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新出雲農業チャレンジ事業　

＜事業概要＞
　将来を見据えた農業振興を図るため、地域農業（農村社会）の維持やモデル的・先駆的取組等を支援
する市の単独事業である。
　⑴中山間支援 ⑵担い手支援 ⑶モデル的・先駆的取組支援 の３つの事業目的の下、９種類の　
　メニューがある。

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

⑴中山間地域農業支援事業
　中山間地域の課題を解決する経費等を補助

⑵担い手支援事業

　新規就農者・親元就農者に対する担い手支援や、遊
休農地の利活用にかかる経費等を補助

⑶モデル的・先駆的取組支援事業

　スマート農業技術の導入経費やトキの放鳥に向けた
環境保全型農業の取組経費等を補助

中山間地域農業
支援事業

モデル的・先駆的
取組支援事業

担い手支援事業

・中山間地域除草
　作業省力化支援
　事業

・中山間地域農業

　課題解決メソッド
　提案事業

・スマート農業推進
　事業

・チャレンジ品目

　生産支援事業

・トキと歩む環境

　農業推進事業

・新規就農支援事業

・親元就農促進事業

・GAP認証取得支援

　事業

・遊休農地等利活用

　事業
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担い手支援事業　－新規就農支援事業－　

〇事業内容

　　経営基盤の弱い認定新規就農者の経営基盤確立を図る取組を支援

〇補助対象者

　　経営を開始している認定新規就農者で、
　　市内において経営基盤(圃場等)を持たない者

〇補助対象経費

　　⑴圃場(ハウス含む)の賃借料
　　⑵機械・施設の賃借料
　　※なお、はじめに補助金の交付決定を受けた年度の翌々年度まで申請できるものとする。

〇補助金の額

　　⑴⑵補助対象経費の10/10以内。ただし、各々１０万円を上限とする
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出雲農業未来の懸け橋事業　　

＜事業概要＞
　担い手の育成や農畜産物の生産拡大への支援など、農業者及び生産組織の経営
安定に資することを目的に、出雲市とJAしまね出雲地区本部・斐川地区本部の共同
事業として実施している。

＜事業の内容＞

＜事業実施体制＞

　農産振興、特産振興、畜産振興を図る事業の他、新規就農者等を支援する特認事業、地域の課題に対
応するJA独自事業の5区分としている。
　

　　　

　出雲農業未来の懸け橋事業推進協議会

●会長：出雲市副市長
●事務局：市、JA両地区本部営農企画課
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⑴ 農産振興事業　その１
種別 事業主体 採択要件 対象経費 補助率・上限額等

集落営農組織推進事業 集落営農組織（協業化以上）

・機械性能と受益面積の整合表（必須）
・次のいずれか。①新規、②大規模な拡大、③面積
or出荷量or販売高の増or品質向上or省力化orコスト
削減、④面積拡大困難　※③は概ね5%の達成

トラクター(ロータリー、代かきハロー、
フレールモア、溝堀機、畔塗機含む）、
田植機、コンバイン

・新規（①②の場合）　1/3以内、補助金額上限10,000
千円　(ただし、新規設立の場合は、1/2以内、補助金
額上限15,000千円)
・更新（③の場合）　1/5以内、補助金額上限2,000千円
・更新（④の場合）　1/6以内、補助金額上限1,666千円

水田担い手認定農業者
育成事業

経営面積3.2ha以上の認定農
業者（確実になる者）

・機械性能と受益面積の整合表（必須）
・次のいずれか。①新規、②大規模な拡大、③面積
の拡大、④出荷量or販売高の増or品質向上or省力
化orコスト削減　※③は面積に応じ5～25%、中山間
地域は4～20%を拡大

トラクター(ロータリー、代かきハロー、
フレールモア、溝堀機含む）、田植機、
コンバイン、畔塗機、農業用トレーラー

・新規（①②の場合）　1/3以内、補助金額上限3,333千
円
・更新（③④の場合）　1/5以内、補助金額上限2,000千
円

地区担い手育成ビジョン
実践活動促進事業

地区農業担い手育成支援協
議会、農業振興区（重点地区）

ビジョンの目標達成に向けた取組を行うこと 会議、研修、視察費
・会議5千円/回、研修5千円/回、視察10千円/回
・上限30千円/年

水田農業新栽培技術支
援事業

認定農業者、集落営農組織、
農地所有適格法人

初年度50a以上で拡大が見込まれる
ドローン等の新たな栽培技術の取組
みに必要な機械

・1/3以内、補助金額上限1,000千円

麦・そば等生産推進事
業

認定農業者、集落営農組織、
農地所有適格法人、共同生産
組織、集落営農組織を中心と
した広域連携組織

・米に替わる作物を2ha（中山間地50ａ）以上栽培（必
須）
・次のいずれか。①新規、②面積or生産量or販売の
増高or品質向上、③効率化or省力化orコスト削減　
※②③は概ね5%

播種用機械、肥料散布用機械、収穫
用機械、乾燥調製貯蔵用機械、排水
対策に要する機械など

・新規（①の場合）　1/3以内、補助金額上限2,000千円
・更新（②③の場合）　1/5以内、補助金額上限1,200千
円
・下限事業費300千円

堆肥による土づくり推進
事業

認定農業者、集落営農組織、
農地所有適格法人、共同生産
組織、生産者組織、地域農業
再生協議会

・水稲及び転作作物
・散布面積1ha（中山間地50a）以上

牛糞堆肥散布経費
・10/10以内、補助金額上限1,500円/10a　※環境直払、
地域主体型生産調整（旧とも補償）との重複は不可。た
だし、差額がある場合、差額分の補助は可。
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⑴ 農産振興事業　その２
種別 事業主体 採択要件 対象経費 補助率・上限額等

耕畜連携推進事業
認定農業者、集落営農組織、
農地所有適格法人　※畜産
業は不可

・次のいずれか。①新規、②面積or出荷量or販
売高の増or品質向上、③効率化or省力化orコス
ト削減　※②③は概ね5%の達成
・堆肥用機械は地域内の堆肥散布への協力承
諾をすること。
・飼料用機械は10ｈａ以上栽培＋畜産農家との
利用供給協定があること。

堆肥散布用機械、堆肥積込作業機
稲わら収束機械、ＷＣＳ収穫機、梱
包機械等

・新規（①の場合）1/3以内、補助金額上限5,000千
円
・更新（②③の場合）1/5以内、補助金額上限3,000
千円
・下限事業費300千円

農業者と地権者の共
生支援事業

地区農業担い手育成支援
協議会、農業振興区（地区
の中心経営体との連名によ
る）

地権者が耕作者の農地維持管理に協力する旨
の契約を交わし、共に地域農業の維持・発展と
農地の維持管理に取り組むこと。

自走式草刈機、防草シート、畦畔撤
去などの簡易な条件整備

・1/3以内、補助金額上限200千円
・一年度に一申請まで

農産振興応援事業
農業者等の組織する団体
等

・要綱別表に定める県のハード整備事業の採択 ・施設整備、機械整備
・1/6以内（合計1/2まで）※県事業の上乗せ
・補助対象事業費等は県事業と同額。

経営多角化支援事業

集落営農組織推進事業の
事業実施主体に該当する
組織又は水田担い手認定
農業者育成事業に該当す
る者

次の要件をすべて満たすこと。
・ハウスの年間利用計画・5年間の生産販売計
画を有する。
・生産者組織又は直売会組織に属する。

水稲用育苗及び高収益作物を生
産・出荷するためのハウスの建設
に係る経費

・1/3以内、補助金額上限1,000千円

多様な農業者等支援
事業

新たに農産作物の出荷をめ
ざす自給農業者、新規就農
者

・5年間の栽培、出荷計画
・翌々年度までに300千円以上の販売高（難しい
場合は達成までの販売計画）

施設整備費、機械購入費
・1/2以内、補助金額上限1,500千円
・下限事業費100千円
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⑵ 特産振興事業
種別 事業主体 採択要件 対象経費 補助率・上限額等

特産振興施設等整
備事業

認定農業者、農地所有適格
法人、認定新規就農者、生
産者組織、生産者組織の構
成員

・果樹⇒新たに5ａ（中山間地3ａ）以上 or 同等の
生産量・販売高増 or 著しい労力・コスト削減
・野菜、花卉⇒新たに2ａ以上  or 同等の生産
量・販売高増 or 著しい労力・コスト削減

①機械整備費
②施設整備費、農地整備費

・1/3以内、補助金額上限2,000千円（機械）または
3,333千円（施設、農地整備）　※推進品目のパイ
プハウス新設に限り1/2以内、補助金額上限5,000
千円　・下限事業費300千円

産地維持対策事業
生産者組織、生産者組織の
構成員

【共通】ぶどう、花卉、青ねぎ、きゅうり、アスパラ
ガス　【出雲戦略】菌床しいたけ、柿、いちじく、メ
ロン、パプリカ　【斐川戦略】トマト、いちご、野菜
苗、鉢花
・単棟⇒2棟／年度まで（3ａ以下）、連棟⇒1棟／
年度
・前年販売実績300千円以上

長寿命化、機能性向上を目的とし
たハウスリニューアル工事（パイプ
交換や高度化被覆資材への張り替
え等を含むこと）の資材費、施工委
託費

・１/3以内〔予算枠設定〕
・下限事業費250千円

デラウェア早期出荷
対策事業

生産者組織 共販体制で出荷量が確認されていること

①初出荷日から５月３１日までのデ
ラウエア出荷
②ガス加温機購入費（重油加温機
の改造経費は除く）

①初出荷～食味重視期間⇒1,500円/10㎏
　 5/20まで500円以内、5/25まで300円以内、5/31
まで100円以内　／10㎏
②1/4以内　〔予算枠設定〕

菌床しいたけ生産拡
大対策事業

認定農業者、農地所有適格
法人、認定新規就農者、生
産者組織、生産者組織の構
成員

①新規栽培を開始又は栽培開始後2年以内。
②新たに周年栽培のために菌床を増やす。

菌床ブロック購入費
・1/2以内（①②それぞれ1度限り）
・下限事業費300千円

特産振興応援事業 農業者等の組織する団体等 ・要綱別表に定める県のハード整備事業の採択 施設整備、機械整備
・1/6以内（合計1/2まで）※国県事業上乗せ
・補助対象事業費等は国県事業と同額。

多様な農業者等支
援事業

新たに園芸作物の出荷をめ
ざす自給農業者、新規就農
者

・5年間の栽培、出荷計画
・翌々年度までに300千円以上の販売高（難しい
場合は達成までの販売計画）

施設整備費、機械購入費
・1/2以内、補助金額上限1,500千円
・下限事業費100千円

26



⑶ 畜産振興事業
種別 事業主体 採択要件 対象経費 補助率・上限額等

繁殖牛確保支援事業 生産者組織
和牛繁殖の生産振興を図る事業計画を有する
こと

①妊娠牛購入費（5歳（3産）以下）　
②子牛購入費
③保留経費

①400千円以内/頭　②1/2以内/頭（上限補助額
400千円）
③100千円以内/頭　　

地元産肥育牛導入支援
事業

生産者組織 和牛の生産振興を図る事業計画を有すること 市内又は県内産子牛の購入費
・1/10以内/頭
・上限補助額　市内50千円、県内30千円

乳用初妊牛確保支援事
業

生産者組織 生乳の生産振興を図る事業計画を有すること
①乳用初妊牛購入費
②保留経費

①1/2以内/頭　上限補助額350千円
②100千円以内/頭　　

畜産基盤整備推進事業
認定農業者、農地所有適
格法人、生産者組織、生
産者組織の構成員

・労働生産性の向上、飼育環境・品質改善に
資するもの
・次のいずれか。①新規、②頭数or生産量or販
売高or品質の増・向上、③効率化or省力化orコ
スト削減　※②③は概ね5%

機械（堆肥製造機械、集草用、梱
包用等機械）
飼養施設内の設備整備

・新規（①の場合）　1/3以内、補助金額上限1,000
千円
・更新（②③の場合）　1/5以内、補助金額上限600
千円
・下限事業費300千円

市内産飼料利用定着化
促進事業

生産者組織
・飼料作物の継続的利用
・需給調整組織への加入

・飼料用米購入経費
・ＷＣＳ購入経費

・飼料用米　6,000円/ｔ以内
・ＷＣＳ　500円/本以内　〔予算枠設定〕

畜産振興応援事業
農業者等の組織する団体
等

・要綱別表に定める県のハード整備事業の採
択

施設整備、機械整備
・1/6以内（合計1/2まで）※県事業の上乗せ
・補助対象事業費等は県事業と同額。

多様な農業者等支援事
業

新たに畜産経営に取り組
む自給農業者、新規就農
者

・5年間の飼養、出荷計画
・翌々年度までに300千円以上の販売高（難し
い場合は達成までの販売計画）

施設整備費、機械購入費
・1/2以内、補助金額上限1,500千円
・下限事業費100千円
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⑷ 特認事業
種別 事業主体 採択要件 対象経費 補助率・上限額等

直売拡大支援事業 直売会組織に属する者 翌々年度までに直売販売高200千円以上増加 施設整備、機械整備
・1/3以内、補助金額上限166千円
・下限事業費100千円

病害虫等緊急対策事
業

生産者組織

①気象災害等による病害虫被害が発生し、産
地全体への対策が必要なとき。
②伝染病による壊滅的な被害を防ぐため、未然
の防除・防疫対策が必要なとき。

防除・防疫対策に要する経費 被害状況、緊急度等を考慮し協議会で決定

認定農業者応援事業 認定農業者
農業経営改善計画に掲げる作物に関する事業
であること。

次の事業の補助対象経費
①特産振興施設等整備事業、②
畜産基盤整備推進事業

・1/10以内、補助金額上限300千円　・一年度一回
限り
・GAP加算との重複可　・補助率合計1/2まで

GAP認証取得者応援
事業

グローバルGAP、ASIAGAP、
JGAP、美味しまね認証の
取得者

GAP認証を取得した作物の事業

次の事業の補助対象事業費
①集落営農組織推進事業、②水
田担い手認定農業者育成事業、③
水田農業新栽培技術支援事業、
④麦・そば等生産推進事業、⑤特
産振興施設等整備事業、⑥畜産
基盤整備推進事業

・1/10以内、補助金額上限：グローバルGAP、
ASIAGAP、JGAP、美味しまね認証ゴールド200千
円、美味しまね基本認証100千円　・一年度一回限
り
・認定農業者加算との重複可　・補助率合計1/2ま
で

農業振興施策提案型
事業

不問 協議会にプレゼンし、協議会で決定 協議会で決定 協議会で決定

地域に根差した担い
手等支援事業(中山間
地域)

次の要件のいずれかに該当し、旧園
村、旧西浜村、旧荒木村、旧大社町
を除く中山間地域の者
・人・農地プラン又は地区担い手育成
ビジョンに位置付けられた(見込み可)
担い手で、水稲経営面積が30a以上
・農業用機械の共同利用を行う3戸以
上の農家でア・イの両方を満たすこと。
ア 共同利用の中心的な農家の水稲
作付面積が30a以上又は水稲販売が
年額300千円以上
イ　購入した農業用機械について、管
理・利用に関する規程を定める

次の要件をすべて満たすこと。
①地区の新たな耕作依頼の受託や円滑な農地
集積に協力する
②自作地に不作付地がない
③次のいずれかに該当
ア 5年間の現状維持以上の栽培・販売計画を
有し、新規導入
イ 5年間の現状維持以上の栽培・販売計画を有
する

トラクター(アタッチメントは、ロータ
リー、代かきハロー、フレールモア、
溝堀機、畦塗機に限る。)、田植機、
コンバインの購入費

・新規（③アの場合）　1/3以内、補助金額上限666
千円
・更新（③イの場合）　1/5以内、補助金額上限400
千円
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⑸ 地域独自事業（ＪA出雲地区本部管内）
種別 事業主体 採択要件 対象経費 補助率・上限額等

ハウス能力維持対
策事業

生産者組織、生産者組織の
構成員

共通メニューの産地維持対策事業と同様。

・ハウスリニューアルに必要となる
資材費、施工委託費
・撤去費及び廃材の処理は対象と
しない

1/4以内

遊休・荒廃農地防止
および市街地飛び農
地対策支援事業

ＪＡいずもアグリ開発㈱
遊休農地・荒廃地対策、農地再生利活用、市街
地飛び農地対策に貢献することが確実と認めら
れること。

①機械購入費、施設整備費
②作業員賃金等
③研修を目的とした雇用に要する
経費

①新規1/2以内（補助金額上限2,500千円）、更新
1/5以内（補助金額上限1,000千円）
②10/10、補助金額上限5,000千円
③1人400千円／年

青色申告者支援対
策事業

ＪＡしまね出雲青色申告者会
所属会員（加入見込者も含む）

適正な会計処理に取り組み、青色申告を実施
することを目的とする。

(1) 会計ソフト等購入費
(2) ＪＡしまね出雲青色申告会が主
催する研修会
(3) ＪＡしまね出雲青色申告会が主
催する税務相談会

(1) 購入にかかる経費　1/2以内
(2) (3)研修会1回ごとに5,000円、相談会1回ごとに
10,000円
　ただし、合計50,000円/年を上限とする

認定農業者の法人
化支援事業

認定農業者
認定農業者から法人化を目指し、スケジュール
が作成できること。

法人化に必要な経費（登録免許税、
定款認証費用）

定額100千円

集落営農次世代リー
ダー育成支援事業

集落営農組織（「JAしまね出
雲集落組織連絡協議会」加
入組織に限る）

次世代リーダー育成に資する取り組みであるこ
と。

集落営農組織の主催で、多数の若
手組合員が参加する取り組みに要
する経費
（例）視察研修、収穫祭等での青年
部イベント

10/10
ただし、1組織につき年1回、20千円を上限とする。

地域に根差した担い
手等支援事業(市街
地)

人・農地プラン又は地区担い
手育成ビジョンに位置付けら
れた(見込み可)担い手であっ
て、水稲作付面積が30a以上
かつ水稲販売が年額300千
円以上

・耕作する水田の半数以上が周囲2面以上宅地
等に接しているほ場を有する。
・次のいずれかに該当
①5年間の現状維持以上の栽培・販売計画を有
し、新規導入。
②5年間の現状維持以上の栽培・販売計画を有
する。

トラクター(アタッチメントは、ロータ
リー、代かきハロー、フレールモア、
溝堀機、畦塗機に限る。)、田植機、
コンバインの購入費

・新規（①の場合）　1/3以内、補助金額上限666千
円
・更新（②の場合）　1/5以内、補助金額上限400千
円
〔予算枠設定〕
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⑸ 地域独自事業（ＪA斐川地区本部管内）
種別 事業主体 採択要件 対象経費 補助率・上限額等

ハウス修繕支援事業

認定農業者、人・農地プラ
ンの中心経営体、生産者
組織、生産者組織の構成
員

【対象】・ぶどう・青ねぎ・トマト・きゅうり ・いちご・
アスパラガス・野菜苗・花き ・鉢花 ・あすっこ
・水稲育苗との兼用ハウスを含む
・前年販売実績300千円以上

【専用】ハウスリニューアルに必要な
資材費、施工委託費
【兼用】被覆張り替えに必要な資材費
（パイプ交換・補強は対象外）、施工
委託費
【共通】撤去費及び廃材の処理は対
象としない

【専用】1/3以内、補助金額上限500千円
【兼用】
・園芸作物取組期間6か月以上：1/4以内（補助
金額上限375千円）
・園芸作物取組期間6か月未満：1/5以内（補助
金額上限300千円）

花のまち斐川振興支援
事業

生産者
・油用作物として出荷すること（ひまわり・菜の花）
・球根として共販出荷すること（チューリップ）

・ひまわり・菜の花種子購入費
・チューリップ球根購入費

1/2以内

さつまいも振興支援事
業

さつまいも生産者 青果物、加工用として出荷すること さつまいも苗代（上限1,500本） 1/2以内（補助金額上限22,500円）

認定農業者（個人）の
法人化支援事業

認定農業者（個人） 法人化を目指しスケジュールを作成すること
法人化に必要な経費（登録免許税、
定款認証費用）

定額100千円

集落営農後継者育成
事業

集落営農組織（斐川町集
落営農組合連絡協議会加
入組織に限る）

後継者育成に係る取組であること

(1)集落営農組織の主催で、多数の
若手組合員が参加する研修等に要
する経費
（例）視察研修会、後継者育成研修
会
(2)50歳以下の組合員が大型特殊免
許を取得するためＪＡを通じて講習を
受けた場合の費用

(1)10/10
ただし、1組織につき年1回、20千円を上限とす
る。
(2)定額20千円

スマート農業支援事業
（ソフト事業）

認定農業者 スマート農業技術活用に係る取組であること
センシング技術を活用した生育診断・
病害診断に要する経費

1/2以内、補助金額上限50千円
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